
 

 参議院は、平成30年12月21日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律」（平成11年法律第117号、以下「ＰＦＩ法」という。）第５条第３項の規定により、参議

院議員会館維持管理・運営事業（第二期）に関する実施方針を公表した。今般、同法第７条の

規定に基づき、参議院議員会館維持管理・運営事業（第二期）を選定したので、同法第11条第

１項の規定により客観的評価の結果をここに公表する。 

 

 

平成31年４月26日 

参議院議長  伊達 忠一 

 

  



 

特定事業「参議院議員会館維持管理・運営事業（第二期）」の選定について 

 

１． 事業の概要 

本事業は、議員の活動の円滑な遂行に資するため、議員会館の効率的な維持管理・運営

を図るものである。 

選定された民間事業者は、会社法（平成17年法律第86号）に定める株式会社として、

本事業の遂行のみを目的とした特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立し、特定

事業を実施する。 

 

（１） 事業名称 

参議院議員会館維持管理・運営事業（第二期） 

 

（２） 公共施設等の管理者等 

参議院議長  伊達 忠一 

 

（３） 事業方式 

事業者は、ＰＦＩ法に基づき、ＳＰＣが、事業期間中、施設を整備・保有せずに、議

員会館の維持管理及び運営業務を行う方式（Operate（Ｏ）方式）により特定事業を実施

する。 

 

（４） 事業期間 

本事業の事業期間は、参議院とＳＰＣとの間で締結する本事業の実施に関する契約（以

下「事業契約」という。）の締結日から平成42（2030）年３月31日までの期間（約10年

間）とする。 

平成31（2019）年12月頃   事業契約の締結 

平成31（2019）年度 

～平成41（2029）年度    維持管理・運営期間  

平成42（2030）年３月31日   本事業終了 

 

（５） 事業費の支払 

本事業は、いわゆるサービス購入型により実施するものとし、参議院は、下記の費用

（以下総称して「ＰＦＩ事業費」という。）をＳＰＣに支払う。 
ア）維持管理・運営費 
イ）その他の費用 
ウ）消費税等 
なお、福利厚生施設の運営業務は独立採算事業とする。ＳＰＣ又は福利厚生施設の運

営を実施する事業者（以下「運営業者」という。）は、参議院から無償で提供される施設・

設備・備品等以外で福利厚生業務に必要な設備・備品等を自ら準備し、運営を行う。運



 

営業者は、福利厚生施設利用者に対してサービスを提供し、利用者から直接サービスの

対価を収受する。 
 

（６） 施設概要 

参議院議員会館の敷地に関する事項は以下のとおり。 

立地場所  東京都千代田区永田町２－１－１（地名地番） 

敷地面積  28,337.7㎡（都市計画道路含む） 

建築年月 平成22年６月竣工 

 地下駐車場等増築 平成24年６月竣工 

構造／階数 鉄骨造鉄骨鉄筋コンクリート造／地下３階地上12階建 

建築面積 9,300㎡ 

延べ面積 94,113㎡ 

議員事務室数 245室 

※公職選挙法改正により、参議院議員の定数は248人に改められた。 

（平成31年（2019年）７月28日又は平成31年に行われる通常選挙の期日の前

日のいずれか遅い日までの間は242人、当該遅い日の翌日から平成34年（2022

年）７月25日までの間は245人） 

これに伴い、事業期間中に、必要となる議員事務室に関連する修繕等を追加

で行う可能性があり、その場合、ＳＰＣは必要な協議に応じ、適切な対応をと

るものとする。 

 
（７） 業務内容 

 特定事業としてＳＰＣが実施する業務は以下のとおり。 
 

ア）維持管理業務 

下記の維持管理業務を行う。 

① 建築物点検保守・修繕業務（植栽管理、選挙時等の対応等を含む。） 

② 建築設備運転・監視業務 

③ 長期修繕計画に基づく更新等業務 

④ 清掃業務（廃棄物の収集・ねずみ等の防除を含む。） 

 

イ）運営業務 

下記の運営業務を行う。 

⑤ 受付業務 

⑥ 鍵管理業務 

⑦ 什器・備品関連業務 

⑧ 会議諸室管理業務 

⑨ 全般管理業務（自治委員会・選挙関連事務等支援を含む。） 

⑩ 警備・駐車場管理業務 

⑪ 福利厚生業務 



 

 

２． ＰＦＩ事業として実施することの客観的評価 

 

（１） コスト算出による定量的評価 

本事業について、参議院が直接事業を実施する場合の公共負担額とＰＦＩで実施する

場合の公共負担額の比較を行うに当たって、その前提条件を「別紙 定量的評価の根拠」

のとおり設定した。 

なお、これらの前提条件は参議院が独自に設定したものであり、実際の民間事業者の

提案を制約するものではない。 

上記の前提条件のもとで、参議院が直接事業を実施する場合とＰＦＩ事業で実施する

場合の公共負担額を比較すると、ＰＦＩ事業で実施する場合は、参議院が直接事業を実

施する場合に比べて、現在価値換算後、約3.8％のＶＦＭが見込まれる結果となった。 

 

（２） ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

ア） 民間資金の活用による財政負担の平準化 

本事業を参議院が自ら実施した場合、修繕等の時期により財政支出額の多寡が生じる

ことになるが、ＰＦＩ事業として実施する場合、サービスの対価として毎年一定額を支

払うことから、国の財政支出を平準化することが可能となる。 

イ） 業務の一括発注による効果 

維持管理・運営業務を一括発注することにより、各業務間の連携・整合性の向上及び

業務の効率化が期待できる。 

ウ） 民間事業者のノウハウの活用によるサービスの質の向上 

民間事業者のノウハウを活用することにより、良好な執務環境の形成並びに執務者及

び来訪者に対するサービスの向上に資することが期待できる。 

エ） 長期・継続的な事業運営の実現による業務の効率化及びサービスの質の確保 

維持管理・運営業務が長期にわたり発注されることで、人員配置の工夫、長期的な人

員計画、業務従事者の学習効果等が実現し、業務の効率化が期待できるとともに、業績

等の監視が定期的に実施されることにより、継続的なサービスの質の確保が期待できる。 

 

（３） 総合的評価 

以上のことから、本事業は、ＰＦＩ事業として実施することにより、定量的評価及び定

性的評価に係る効果が発揮されるものと期待できる。また、このことは、実施方針公表後

の民間事業者からの意見招請の結果からも、十分に実効性があるものと判断される。この

ため、本事業をＰＦＩ法第７条に規定する特定事業として選定することが適当であると認

める。 



 

別紙 定量的評価の根拠 

 

１．ＰＳＣ及びＰＦＩ－ＬＣＣ並びにＶＦＭの値 

項目 値 公表しない場合はその理由 

①ＰＳＣ（現在価値ベース） （非公表） ・その後の入札等において正当な競争が阻害さ

れるおそれがあるため。 

 

 

②ＰＦＩ－ＬＣＣ（現在価値ベ

ース） 

（非公表） 

③ＶＦＭ（金額） （非公表） 

④ＶＦＭ（割合） 約3.8％  

 

２．ＶＦＭ検討の前提条件（※） 

項目 値 
算出根拠 

（公表しない場合はその理由） 

①割引率 0.59％ ・長期国債（10年物）利回りの10年平均値（平成21年度

から平成30年度）を踏まえて設定した。 

②物価上昇率 ― ・各業務の費用は実質値によるため、事業費の算定には物

価上昇率は加味しない。 

③リスク調整値 ― 

 

・ＳＰＣに移転した第三者賠償リスクについて、定量化は

困難を伴うため、これに関して保険を付保した場合の保

険料相当額を調整した。 

※1. 上記に加えて、税の還元等の調整として、国が支払う消費税（10％）のうち国税相当分（7.8％）及び事業

者が支払う法人税等のうち国税相当分を還元している。なお、平成31年（2019年）10月1日以降の契約締結

を想定し、消費税率は10%として計算を行った。 

 

３．事業費などの算出方法 

項目 ＰＳＣの 

費用の項目 

ＰＦＩ－ＬＣＣの 

費用の項目 

算出根拠 

 
①維持管

理・運営業

務に係る

費用の算

出方法 

維持管理業

務費 

・建築物点検保守費用（植栽

管理を含む。） 

・建築設備運転・監視業務費

用 

・修繕業務費用（議員事務室

入替時の対応費用、会派

事務室の模様替え費用を

含む。） 

・長期修繕計画に基づく更

新等業務費用 

・清掃業務費（廃棄物の収

集、ねずみ等の防除費用

を含む。） 

同左 ・ＰＳＣの各経費につい

ては、本事業の実施に

必要な各業務を個別に

発注したと仮定し、事

業実績等を基に算定し

た。 

・ＰＦＩ－ＬＣＣの各経

費については、事業実

績や聞き取り調査結果

などを参考とするとと

もに、本事業における

業務内容を踏まえ、民

間事業者の技術力や創

意工夫により得られる

と想定される減額を考

慮して算出した。  

運営業務費 ・受付業務費用 

・鍵管理業務費用 

・什器・備品関連業務費用 

・会議諸室管理業務費用 

・全般管理業務費用 

・警備・駐車場管理業務費用 

 

※福利厚生業務に係る費用

を除く。 

 

同左 



 

②資金調達にかかる費用

の算出方法 

・維持管理費は発生年度に

支払 

 

・ＳＰＣの自己資金 ・ＥＩＲＲは、6.00%とし

た。 

③利用者収入などの算出

方法 

  ・ＰＳＣ、ＰＦＩ－ＬＣ

Ｃともに、福利厚生業

務は、独立採算が前提

であるため、収入、費用

ともに非計上とした。 

④その他費用  ・ＳＰＣの運営費（人件費、

一般管理費、事務費等） 

・法人税、法人住民税、法人

事業税等の法人の利益等

に対してかかる税金 

・ＳＰＣの税引後利益（株主

への配当原資等） 

・ＰＦＩ－ＬＣＣは、Ｐ

ＦＩ事業実施に係るア

ドバイザー費用及びＳ

ＰＣの運営費等を計上

した。 

 

 


